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平成３０年第２回西予市議会定例会 総務常任委員会会議録 

 

１．招 集 年 月 日 平成３０年６月１３日 

１．招 集 の 場 所 第３委員会室 

１．開     会 平成３０年６月１３日 

          午後１時００分 

１．閉     会 平成３０年６月１３日 

          午後３時３４分 

１．出 席 委 員        

    １番  宇都宮 久見子 

２番  信 宮 徹 也（委員長） 

    10番  小 玉 忠 重 

    15番  二 宮 一 朗 

    16番  兵 頭   学 

    19番  森 川 一 義（副委員長） 

    21番  酒 井 宇之吉 

１．欠 席 委 員 

   な し 

説明のため出席した者の職氏名 

   総務企画部長  三 好 敏 也 

   総 務 課 長  山 住 哲 司 

   税 務 課 長  浜 田 直 浩 

   危機管理課長  垣 内 俊 樹 

財 政 課 長  宇都宮 明 彦 

   政策推進課長  一 井 健 二 

   まちづくり推進課長  和 気 岩 男 

   用地監理課長  片 山 武 彦 

   教 育 部 長  高 橋   司 

   教育総務課長  宇都宮   裕 

   学校教育課長  大 谷 元 二 

   生涯学習課長  小 玉 浩 幸 

   スポーツ・文化課長  谷 口 佳 代 

   会 計 管 理 者  山 口 正 人 

   会計課課長補佐  板 倉 公 三 

   消 防 長  佐 藤 克 也 

   消防総務課長  竹 田 明 夫 

   監査事務局長  大 塚 清 志 

   議会事務局長  道 山 升 文 

１．本会議に職務のため出席した者の職氏名 

   事 務 局 次 長  山 下 一 彦 

１．審 査 日 程   別記のとおり 

１．審査に付した事件  別記のとおり 

１．会 議 の 経 過  別紙のとおり 

 

 

      審  査  日  程 

  

 １ 議案第78号 辺地に係る公共的施設総合整

備計画の変更について 

議案第79号 平成30年度西予市一般会計補

正予算（第1号） 

 

 

本日の審査に付した事件 

 

 １ 議案第78号 辺地に係る公共的施設総合整

備計画の変更について 

議案第79号 平成30年度西予市一般会計補

正予算（第1号） 
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  開会 午後１時００分 

○森川副委員長： 

これより、平成30年第2回定例会総務常任委員会

を開会いたします。 

開会に当たり、委員長より挨拶があります。 

○信宮委員長： 

挨拶を行う。 

○森川副委員長： 

次に、三好総務企画部長より挨拶をお願いいたし

ます。 

○三好総務企画部長： 

挨拶を行う。 

○森川副委員長： 

それではこれよりの進行は委員長が行います。 

 

【総務企画部】 

【総務課所管分】 

○信宮委員長： 

それではこれより本日の会議を開きます。まず議

案第79号、平成30年度西予市一般会計補正予算

（第1号）総務課所管分の説明をお願いいたしま

す。 

○山住総務課長： 

総務課の山住でございます。どうぞよろしくお願

いします。 

審査をしていただきます、議案第79号、平成30年

度西予市一般会計補正予算（第1号）のうち、総

務課所管分につきましてご説明申し上げます。 

まず、一般会計全体の人件費についての補正の内

容でございますけれども、今回４月1日付けの人

事異動による調整を行っております。 

予算につきましてはそれぞれの費目ごとに計上し

ておりますので、全体的なところから御説明を申

し上げます。一般会計におけます給料、手当、共

済費等の職員給与費全体では、補正額としまし

て、7028万8000円の減額となっております。 

内容につきましては、主なものといたしまして給

料3,628万円、期末勤勉手当1588万円、退職手当

負担金9001万8000円、共済負担金1417万7000円、

いずれも減額でございます。 

全体としまして補正額が大きくなっております理

由でございますが、当初予算の編成時におきまし

ては、昨年10月時点におきまして、平成30年、今

年度の4月を見込み編成をいたしました。その時

点では、職員数は551名、手当につきましてもそ

の時点での実績を見込み、最大の計上をしており

ましたけれども、その後、組織再編に伴う人事配

置の調整、再任用職員の配置、また普通退職等に

よりまして、当初よりも職員数の見込みが4.3人

ほど減となったこと、また産休育休職員の調整、

今般の異動の状況を踏まえた手当等の調整を行っ

たことが、大きな減額の要因となっております。

また一般会計全体の賃金でございますけれども、

正職員3名が産休育休、これに伴いまして代替職

員の任用、そして学校生活支援員の増員、また正

職員の配置ができなかった部署への職員補充に伴

う増額等々の臨時職員の配置等によりまして、

858万2000円の増額を行っております。以上が全

体的な人件費の調整に係るものでございます。続

きまして職員給与費を除きまして総務課所管分

の、具体的な事業について御説明を申し上げま

す。予算書12ページをお開き願います。2款総務

費、1項総務管理費、1目一般管理費、派遣職員管

理事業57万1000円でありますが、当市では、今年

度内閣府の内閣官房番号制度推進室に職員を研修

派遣いたしております。その研修期間中におけま

す職員の経費につきましては、派遣元である市

が、西予市が負担するということとなっておりま

して、当該職員が内閣府の用務によりまして、国

内各所に出張する際の旅費を今回計上するもので

あります。 

以上、説明とさせていただきます。 

○信宮委員長： 

理事者の説明は終わりました。これより、質疑を

行います。 

○森川委員： 

この派遣される職員は何人研修に派遣されるので

しょうか。 

○山住総務課長： 

今回内閣府への派遣は1年となっております。 

○信宮委員長： 

兵頭委員： 

関連ですけど、今の番号制度をもう少し詳しく教

えていただいたらと思います。 

○山住総務課長： 

内閣府の番号制度推進室でございますけども、国

のほうで進めております、いわゆるマイナンバー

制度の普及啓発等を主な業務としておりまして、

こちらのほうから派遣をしております職員につき

ましては特に広報活動とかに主に従事をしている
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ということで聞いております。 

○酒井委員： 

マイナンバー制度を推進してマイナンバー加入率

日本一というようなキャッチフレーズでやってた

わけでございますけれど、今持ってマイナンバー

を提示することよりも、運転免許証を提示するほ

うが金融機関その他ほとんどのところで多いんで

すが、大体その理由づけについては、私も金融機

関とかいろんなとこから耳にはしているんですけ

れども、いろんな市民の方は、そういうことがわ

からないということがありますので、なぜマイナ

ンバーのカードを作りはしたけれども、利用があ

まり進んでない、これについて説明を願います。 

○山住総務課長： 

マイナンバー制度につきまして、所管のほうが政

策推進課及び市民課のほうでやっておりますの

で、ちょっと総務課としましてはちょっと御答弁

ができませんので、申しわけございませんが控え

させていただきます。 

○酒井委員： 

はい、それではそちらのほうにまた再度質問させ

ていただきます。 

○二宮委員： 

全体的な人件費のことについてちょっとお伺いし

たいんですけども。 

以前もちょっと決算特別委員会やったかどっかで

質問したことあるんですが、今働き方改革の中

で、同一労働同一賃金という考え方で今、国全体

が進みよるんですけども、公務員としては、それ

がどういうふうに影響するのかしないのかという

のがまず1点ちょっとお伺いしたいなと思いま

す。 

○山住総務課長： 

今ほどの二宮委員のご質問ですけれども、同一労

働同一賃金ということで国のほうは、大きく、い

わゆる臨時嘱託職員の雇用の条件につきましては

大きな見直しをしております。平成32年度からに

なりますけども、会計年度任用職員制度に臨時職

員嘱託職員のほうは切りかわることになります。 

現在その作業を進めているところなんですけど、

詳細につきましてまだ国のほうから具体的なもの

がちょっと示されてない部分がございまして、今

年度また来年早々にかけて、制度の内容を精査し

まして、西予市に合う制度の設計をしていきたい

というふうに考えています。 

〇二宮委員： 

ありがとうございました。 

もう1点ですけども、西予市の職員の数とかいう

ときに、正職員の数で、今何人減ったとかいうの

はわかるんですけども、嘱託とか臨時の人の分が

入ってないという状況がありますよね。例えばそ

ういう今説明されたような平成32年度からの制度

が変わったら、そういうのは一つに、人件費とし

て見えるようになるんでしょうか。 

○山住総務課長： 

今の御質問ですけれど、新しい会計年度任用職員

につきましては、フルタイムの場合は給料、ま

た、それ以外の職につきましても基本的な報酬で

予算措置される見込みであります。具体的なとこ

ろはまだ詳細をつかんでおりませんけども、概ね

そういった動きになろうかと思います。したがい

まして、そういったもの、人件費に計上というこ

とになりますので、そういった職員、正職、臨時

にかかわらず、職員に係る経費につきましては人

件費として全体的に今までよりは見える化といい

ますか、いうことになってこようかと考えていま

す。 

○信宮委員長： 

ほかに質疑はございませんでしょうか。 

ないようですので以上で質疑を終結といたしま

す。お諮りいたします。 

議案第79号、平成30年度西予市一般会計補正予算

（第1号）総務課所管分については、原案に賛成

の委員の挙手を求めます。 

挙手全員により、当委員会としては原案どおり可

決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（13：16～13：18） 

再開を告げる。 

 

【税務課所管】 

続きまして議案第79号、平成30年度西予市一般会

計補正予算（第1号）税務課所管分について、理

事者の説明を求めます。 

○浜田税務課長： 

それでは、議案第79号、平成30年度西予市一般会

計補正予算（第1号）の税務課所管分について御

説明を申し上げます。予算書15ページをお開きく

ださい。 

2款2項1目税務総務費、補正額179万8000円につき

ましては、人事異動に伴う職員給与費にかかる補
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正予算になります。 

続きまして2款2項2目賦課徴収費、補正額115万

7000円は、当課職員が産前産後及び、育児休暇を

取得することによる代替職員の経費で、内訳とし

ましては、4節共済費、社会保険料16万円及び、

7節賃金、嘱託職員賃金の99万7000円でございま

す。 

事務事業につきましては、管理収納事業でござい

ます。 

以上、御審議の上御決定くださいますよう、よろ

しくお願いいたします。 

○信宮委員長： 

理事者の説明は終わりました。これより質疑を行

います。質疑はありませんか。 

○二宮委員： 

以前にもちょっと質問したことあるんですけれど

も、税金のコンビニ支払いとかクレジットカード

支払いとか、いろんな公共料金の分でもいろんな

自治体で進んどる思うんですけれども、以前質問

したときに、1件に掛かる経費いうかコストの件

で、あまり意味がないような答弁いただいとんで

すけども、今コンビニの時代でね、この田舎でも

どんどんコンビニだけがふえるような時代で、そ

こでいろんな利便性ということから考えたら、将

来的にはそういう方向いうか、考えたほうがいい

んじゃないかなと思うんですけども、そういうお

考えはいかがでしょうか。 

○浜田税務課長： 

二宮議員御質問の件につきまして回答いたしま

す。 

やはりまだ近隣市町村の1件当たりの手数料につ

きましては、かなりまだ高額のようで、そしてシ

ステムを構築するためには、やはりまた、幾らか

費用が重なります。西予市におきましては、宇和

町内にはコンビニが増えておるんですが、ほかの

旧4町につきましてはまだコンビニが広がってい

ない状況ですので、まだ以前ちょっと検討中でご

ざいます。 

○二宮委員： 

今、説明をしていただいたシステムですよね。あ

れって、近隣と共同でとかいう話いうのはできな

いですかね、税的なもんで。 

浜田税務課長： 

電算会社の関係もありまして、同じ電算会社を使

えば可能ではあるかなと思うんですが、ちょっと

まだそこは、自分のほうもちょっと勉強不足で

す、申し訳ありません。 

ほかに質疑はございませんでしょうか。 

ないようですので以上で質疑を終結といたしま

す。 

お諮りいたします。議案第79号、平成30年度西予

市一般会計補正予算（第1号）税務課所管分につ

いて、原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

挙手全員により当委員会としては、原案どおり可

決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（13：23～13：24） 

再開を告げる。 

 

【危機管理課所管】 

議案第79号、平成30年度西予市一般会計補正予算

（第1号）危機管理課所管について理事者の説明

を求めます。 

○垣内危機管理課長： 

それでは、御審議いただきます、平成30年度一般

会計補正予算（第1号）のうち、危機管理課所管

分につきまして御説明申し上げます。 

当課におきましては、人事異動に伴う職員給与の

増額のみとなっております。 

予算書の31ページをお開きください。9款消防費

1項消防費4目災害対策費において、職員給与費

42万9000円を増額するものです。これ1点になっ

ております。 

以上、御説明質させていただきます。御審議のほ

どよろしくお願いいたします。 

○信宮委員長： 

理事者の説明は終わりました。これより、質疑を

行います。 

質疑はありませんでしょうか。 

ないようですので以上で質疑を終結といたしま

す。 

お諮りいたします。 

議案第79号平成30年度西予市一般会計補正予算

（第1号）危機管理課所管分について、原案に賛

成の委員の挙手を求めます。 

挙手全員により、当委員会としては原案どおり可

決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（13：25～13：26） 

再開を告げる。 

 

【財政課所管】 
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議案第79号、平成30年度西予市一般会計補正予算

（第1号）財政課所管分について理事者の説明を

求めます。 

○宇都宮財政課長： 

それでは、審査していただきます、議案第79号平

成30年度西予市一般会計補正予算（第1号）のう

ち、財政課所管分について御説明させていただき

ます。 

まず、歳出につきまして御説明いたします。予算

書の13ページをお開きください。 

2款1項3目財政管理費、50万6000円の減額であり

ますが、4月の人事異動に伴い給料等の職員給与

費9名分の調整によるものであります。続きまし

て、14ページをお開き願います。5目財産管理

費、市有財産維持管理事業、1億1359万8000円の

増額でありますが、野村支所庁舎建設に伴う、商

工会野村支所用地及び宇和文化会館裏駐車場の一

部用地の土地購入費を計上するものでございま

す。 

補正予算計上の理由といたしましては、土地の取

得に係る地権者協議鑑定評価業務が完了し、早期

の取得が必要となったため、6月補正予算に計上

するものであります。 

土地の概要等については、全員協議会において御

説明しましたとおりでございます。 

続きまして、23ページをお開き願います。 

4款4項1目水道費、水道事業会計繰出事業、1万円

の増額でありますが、水道事業会計において、

4月の人事異動に伴い、職員給与費の調整を行い

補正予算を計上することにあわせて、一般会計で

繰出金を増額するものであります。 

地方公営会計の繰出基準によるものでございまし

て、産業建設常任委員会の所管になります。 

次に、歳入につきまして御説明いたします。 

11ページをお開き願います。 

20款1項1目総務債、市有財産維持管理事業（野

村）旧合併1990万円の増額でありますが、歳出で

御説明いたしました、野村支所土地購入費に充当

いたしております。 

続きまして10ページにお戻り願います。 

17款2項1目財政調整基金繰入金6581万6000円の増

額でありますが、今回の補正では、当初予定して

いました国県支出金の配分内示が減額したことに

より、事業費も合わせて調整をいたしておりま

す。調整後において一般財源に不足が生じました

ので、財政調整基金を取り崩し繰り入れるもので

あります。今回の補正後の財政調整基金残高は、

参考に予算ベースにおいて37億5319万円となる見

込みであります。 

続きまして、5ページにお戻りください。 

今回の補正に係る事業費の調整に伴い、地方債補

正を行っております。起債の目的にあります、緊

急防災・減債事業から、過疎対策事業債まで全て

において増額し、限度額を設定するものでありま

す。詳細につきましては、11ページに目別で掲載

していますとおりでございます。当初予算の事業

計画において、財源としていました国県支出金が

減額したことにより、その減額の一部を市債で財

源調達することが主な要因でございます。 

市債の総額は、今回の補正におきまして9450万円

増額し、49億570万円となっております。以上、

財政課所管分にかかります補正予算の説明とさせ

ていただきます。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますようお

願い申し上げます。 

○信宮委員長： 

理事者の説明は終わりました。これより、質疑を

行います。 

質疑はありませんか。 

○二宮委員： 

ちょっと1点お伺いをしたいと思います。 

公用車のドライブレコーダーについて、3月時点

でお聞きしたら、ちょうど市長車が新しくなるん

でということで、納入されるいう話をお聞きしと

ったんですけども、その後何台増えたのかいうの

がまずちょっと1点お聞きしたいなと思います。 

○宇都宮財政課長： 

ただいまの二宮議員の御質問なんですけど。前回

今後、新車で購入する場合においては、必要性を

考えてドライブレコーダーを設定するということ

で御答弁させていただいとります。 

順次今、今年度において新規購入する分について

は、必要性を鑑みてドライブレコーダー設置して

おります。台数については詳細把握しておりませ

んので、後ほど報告させていただいたらと思いま

す。以上です。 

○二宮委員： 

今課長言われたような答弁で進んでるんですけど

も。先日新居浜が、全車両、130やったか160やっ

たか、いっぺんにという事で愛媛新聞載っており



－6－ 

まして、以前にも今治も、1度に101台やったか

な、平成25年ぐらいに導入しとるんですけども、

ちまちま言うたら失礼ですけども、西予市もちょ

っと今の時代で、ドライブレコーダーとか、監視

カメラとか、いろんな予防とか事件事故の、そし

てその後の捜査とか、今の必要性とか考えたとき

には、もう少しスピードを持ってやってほしいな

というのと、前も言うたけども、今回もあります

ように職員の事故ですよね、事故も、定例会ごと

に何件かずつ出てくるわけですよ。やっぱそれに

もドライブレコーダーがあるとないでは違うと思

いますし、そういう結果の分析もできると思うん

ですよね。なぜこうなったのかという、同じ繰り

返しをしない、そういうために役に立つと思うん

で、いっぺんに全部とは言いませんが、せめて

2年か3年でやってしまうぐらいの、来年度の予算

に向けて、部長も含めて御検討いただきたいなと

思うんですが、いかがでしょうか。 

○三好総務企画部長： 

御提言まことにありがとうございます。。 

当市としましても、そのような事は十分把握して

おりますので、今後財政状況も鑑みながら前向き

に検討させていただきます。以上答弁とさせてい

ただきます。 

○信宮委員長： 

ほかに質疑はありませんか。 

ないようですので以上で質疑を終結といたしま

す。 

お諮りいたします。 

議案第79号、平成30年度西予市一般会計補正予算

（第1号）財政課所管分について原案に賛成の委

員の挙手を求めます。 

挙手全員により、当委員会としては原案どおり可

決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（13：35～13：40） 

再開を告げる。 

 

【政策推進課所管】 

議案第78号辺地に係る公共的施設総合整備計画の

変更について、理事者の説明を求めます。 

○一井政策推進課長： 

議案第78号、辺地に係る公共的施設総合整備計画

の変更について御説明を申し上げます。 

議案書の23ページをごらんください。 

当市は、辺地とその他の地域との間における、住

民の生活文化水準の著しい格差の是正を図るた

め、辺地に係る公共的施設の、総合整備のための

財政上の特別措置等に関する法律に基づき、辺地

に係る公共的施設総合整備計画を策定し、公共施

設の総合的かつ計画的な整備を推進しておりま

す。 

辺地とは、交通条件及び自然的、経済的、文化的

諸条件に恵まれず、他の地域と比較して、住民の

生活文化水準が著しく低い山間地、離島、その他

の辺ぴな地域と定義をされています。 

お手元に配信をいたしました、辺地該当地域一覧

をごらんください。 

西予市では、平成30年6月現在において、辺地の

要件に該当する地域は18地域であり、辺地に係る

公共的施設総合整備計画を策定している地域は、

辺地名をオレンジで囲んでいる12地域となってお

ります。 

また、辺地に係る公共的施設総合整備計画に基づ

いて行う公共的施設整備につきましては、その財

源について、辺地対策事業債を充当することがで

き、その充当率は原則100％で、後年度の元利償

還金の80％が地方交付税の基準財政需要額に算入

されます。 

今回、計画を変更する辺地は、区域内を色づけし

ております、片川、予子林、惣川・小屋、及び野

井川の4辺地でございます。 

次に、議案書の24と25ページをごらんください。 

総合整備計画書において、24ページが変更前、

25ページが変更後の計画で、アンダーラインを引

いている部分が変更カ所となります。まず野村町

片川辺地につきましては、市道整備において国庫

補助の減額により事業年度内に工事が完了しない

ことから、事業年度を延長し事業費も増額をいた

しました。 

次に、26と27ページををごらんください。 

野村町横林辺地につきましては、市道整備におい

て、新たに1事業を追加したことにより、事業費

を増額いたしました。 

次に、28と29ページをごらんください。 

野村町惣川・小屋辺地につきましては、林道整備

において新たに1事業を追加したことにより、事

業費を増額いたしました。最後に、30と31ページ

をごらんください。 

城川町野井川辺地につきましては、林道整備にお

いて事業実施カ所の地形が急峻なため、想定以上
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の構造物を整備する必要があり、事業費を増額い

たしました。 

また、事業費の増額により、事業年度内に工事が

完了しないことから、事業年度を延長し、事業費

も増額しております。これに伴いまして、国へ辺

地総合整備計画の変更計画を提出する必要が生

じ、辺地に係る公共的施設の総合整備のための、

財政上の特別措置等に関する法律第3条の規定に

より、議会の議決をお願いするものであります。 

以上、よろしく御審議の上御決定くださいますよ

うお願い申し上げます。 

○信宮委員長： 

理事者の説明は終わりました。これより質疑を行

います。 

質疑はありませんか。 

○二宮委員： 

辺地該当地域一覧を見てみると、総合整備計画を

策定していない辺地6カ所いうのがあるんですけ

ども、これ策定していない理由というのは何かあ

るんでしょうか。 

○一井政策推進課長： 

現在、辺地事業については、ハード事業等の整備

に基づいて計画を策定しておりますけれども、現

在のところその公共的施設の整備、辺地に伴う辺

地事業を活用したですね事業等の計画がないとい

うことで未策定ということになっております。 

○信宮委員長： 

ほかに質疑はありませんか。 

○酒井委員： 

何かの事業、ほとんど今度は林道とか道路なんで

すけど、何かをやろうとするときに、辺地の事業

計画をしてた場合は、辺地債の借り入れが限度額

の中ではやれる、という解釈でよろしいでしょう

か。 

○一井政策推進課長： 

事業計画に基づき、範囲内で対応になるというこ

とで理解をしております。 

○酒井委員： 

例えば田之浜地区が辺地になっております。事業

計画がなされておりますけども、例えば今の校舎

とか、そういうところがもう耐震もない、そして

新しい事業をそこへ建物を建てたいとかいう場合

については、事業計画を再申請をして変更してや

る場合については、辺地債が使えるという解釈で

よろしいんでしょうか。 

○一井政策推進課長： 

委員御指摘のように、辺地計画の変更を行いまし

て、申請をする形になります。 

○酒井委員： 

そういうものを申請する場合に、政策課のほうで

申請するのか、住民からこういうものをこうして

もらいたいという要望とか、そういうことがあっ

てやる場合が多いのか、それとも、行政サイドの

ほうで、これは必要だなというような形でやるほ

うが多いんですか、どちらが多いんですか。 

○一井政策推進課長： 

明確にちょっと割合等については、今お答えのほ

うはできませんけれども、基本地元のほうから御

要望があったものについて、例えば辺地事業を使

うか他の事業を使うかというところで、こちらの

ほうで判断なり地元協議をして進めてまいります

ので、基本地元からの御要望の方が多いかと思い

ます。 

○酒井委員： 

こういう計画出したときに、年数はどれぐらいか

かります。 

○一井政策推進課長： 

計画期間がおおむね5年という計画期間になりま

すので、最長その範囲内だと認識しております。 

○信宮委員長： 

ほかに質疑はありませんか。 

ないようですので以上で質疑を終結といたしま

す。 

お諮りいたします。 

議案第78号、辺地に係る公共的施設総合整備計画

の変更について、原案に賛成の委員の挙手を求め

ます。 

挙手全員により、当委員会としては原案どおり可

決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（13：50～13：53） 

再開を告げる。 

 

続きまして、議案第79号、平成30年度西予市一般

会計補正予算（第1号）政策推進課所管分につい

て理事者の説明を求めます。 

○一井政策推進課長： 

議案第79号、平成30年度西予市一般会計補正予算

（第1号）のうち、政策推進課所管分の歳出予算

について御説明いたします。予算書の14ページを

ごらんください。 
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2款総務費、1項総務管理費、8目電算管理費の職

員給与費、956万7000円の減額につきましては、

4月の人事異動によるものでございます。 

次に、予算書の17ページをごらんください。2款

総務費、9項企画費、1目企画管理費の職員給与

費、642万4000円の増額につきましては、まちづ

くり推進課と政策推進課の人件費で、同じく4月

の人事異動によるものでございます。 

以上、説明とさせていただきます。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますようお

願いいたします。 

○信宮委員長： 

理事者の説明は終わりました。これより質疑を行

います。質疑はありませんか。 

○酒井委員： 

先ほど、総務課所管分で予算が上がっておりまし

た内閣府に対するマイナンバー制度の、出向の予

算が上がっておりましたが、内閣府の方でやって

いる問題と、西予市が今後マイナンバー日本一と

いう大きな看板を上げたんですけど、その後どう

なっているのか、それからもう一つありますの

は、非常に市役所の窓口に行きましても、どこに

行きましてもマイナンバーを出しますと、マイナ

ンバーではいけないと、そして運転免許証を出し

てくれと、いうのがほとんどどこでもそうなんで

すけども、金融機関に聞きましても使えない、そ

して確定申告に使うくらい、一つくらいなんです

よ。どうしてマイナンバーが現在利用度が低いの

か、その点は勉強されておりますか、理由につき

ましては分かっておりますか、説明願ったらと思

います。これは市民の方からも意見があるもので

すから、作ったは作ったが使うところがない。と

いうような意見を聞きます、免許証の方がまだ幅

をきかせているところがあるんですが、それにつ

いて説明できましたらお願いします。 

○一井政策推進課長： 

マイナンバーの利活用につきましては、委員御指

摘のとおり積極的な取り組みということで、旗印

を挙げておる中で西予市としましては、今年の

3月31日現在の統計にはなりますけれども、

17.58％の交付率ということで、県下の中では1番

の交付率でございます。 

あわせまして全国につきますと3月1日現在の統計

ではあるんですけども、全国市の中では10番目と

いう位置づけで、まだまだ全国一という状況では

ない状況です。 

現在の利活用については窓口と税の中で、利活用

ができるということで周知をしておりますけれど

も、委員御指摘のようなケースがあったというこ

とにつきましては、再度こちらのほうで調査をさ

せていただけたらと思っております。 

なお今回、国のほうに職員が行っておりますの

で、今後の取り組みとしましては、普及のメリッ

ト等につきましては、もうちょっと多用途に利活

用できないかというのは研究してまいりたいと思

いますし、交付率の普及については、現在国のほ

うでは税務署管内、あるいは経済界あたり、ある

いは関係団体と連携をして普及を進めていくよう

に、という指示が出てきておるようでございま

す。 

したがいまして、行政市役所だけで進めるのでは

なくて、そういった国の機関、関係団体とも連携

をして、普及啓発に努めてまいりたいと思います

し、今後市として大きなイベントの際には、出張

の広報普及コーナーをつくるような動きもしてい

きたいと思います。 

いずれにしましても、使っていただく工夫という

のは必要ですので、明確な答えは今現時点ではで

きませんけれども、今後何がしかのものは提示を

していきたいなと思っております、十分な説明で

はありませんが、以上です。 

○酒井委員： 

この点は金融機関がまだ取り組んでおりませんの

で積極的に、マイナンバーコードがありますとい

ろんな情報が、インターネットで流れるとかいろ

んな問題があってようやらないというのが1番の

原因だと思うんですけど。 

郵便局へ簡易書留を取りに行ったときに、マイナ

ンバー出すと、むこうが控えなきゃだめなんです

よ。だから、必ずマイナンバーじゃなしに運転免

許証を出して、そして運転免許証のナンバーを控

えるんですよ。ですから現実にマイナンバーが使

えるようなところが余りないんです。だから、郵

便局の簡易書留を取りに行くときは、必ず証明書

として運転免許証のナンバーを控えますから、そ

ういう問題もありまして市民のほうからこれ、や

れやれというたが、なんちゃ使うようにならんな

というような話が出ておりますので、普及使える

ように国のほうとも、また内閣府へせっかく行っ

ておるんですから、そのあたりを勉強していただ
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いて、そして日本一になれるように頑張っていた

だきたいと思います。終わります。 

○信宮委員長： 

ほかに質疑はありませんか。 

ないようですので以上で質疑を終結といたしま

す。 

お諮りいたします。議案第79号、平成30年度西予

市一般会計補正予算（第1号）政策推進課所管分

について、原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

挙手全員により、当委員会としては原案どおり可

決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（14：00～14：03） 

再開を告げる。 

 

【まちづくり推進課所管】 

続きまして、議案第79号、平成30年度西予市一般

会計補正予算（第1号）まちづくり推進課分の説

明を求めます。 

○和気まちづくり推進課長： 

それでは、議案第79号、平成30年度西予市一般会

計補正予算（第1号）のうち、総務企画部まちづ

くり推進課所管分について御説明を申し上げま

す。 

最初に歳出について御説明させていただきます。

補正予算書17ページをお開きください。2款総務

費、9項企画費、1目企画管理費におきまして、ま

ちづくり推進課と政策推進課において4月の人事

異動に伴います職員給与費に係る補正額642万

4000円の増額となります。 

続きまして歳入について御説明させていただきま

す。補正予算書10ページをお開きください。19款

諸収入、5項雑入、4目雑入におきまして自治総合

センター助成金200万円の増額を計上するもので

す。 

歳出につきましては、建設課で予算を計上してお

ります、都市計画マスタープランのフットパスに

よるまちづくりを行うためのモデル地区を選定

し、コースの整備やマニュアルづくりにかかる委

託料等の100％補助でございます。 

議会の質疑の中で中村議員が質問された事業の財

源となっております。 

以上、説明とさせていただきます。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますようお

願い申し上げます。 

○信宮委員長： 

理事者の説明は終わりました。これより質疑を行

います。 

質疑はありませんか。 

○二宮委員： 

担当ですので、移住定住の関係で、この前愛媛新

聞で愛媛県内の移住が1,085人というふうに出と

って、その内訳で西予市40人というふうに載っと

ったんですけども、2016年が3人で、17年が40人

ということで西予市のいろんな政策が、功を奏し

とるのかなということで、喜ばしいなと思っとっ

たんですけども。 

その中で松山市が、今治市がトップで346なんで

すけども、松山市が次いで344人いうことなんで

すが、以前から何回かお話しとるんですけども、

松山市に西予市のアンテナショップをつくったら

いいんじゃないかということを何回も言いよった

んですが、やっぱり高知県なんか見よっても、も

う2段階移住というのが多くて、高知市に来てそ

こからまた高知の他の自治体に移住されるという

方がかなり多くて、高知市は四国の中でも断トツ

で多いんですけども、これが今、今治につくるの

はちょっと無理があるかなと思うんですが、やっ

ぱり県都松山に西予市の何か、小さいところでも

いいんですけども、アンテナショップとかつくっ

ていけば、もっともっとこの、南予向いてひょっ

としたら、観光客もそうですけども、松山市に移

住された人が愛媛県にもまだこんなとこもあるん

かというふうなことで、目を向けてもらえる、そ

の幅が広がるんじゃないかなと思うんですが、そ

ういう考えというのはいかがでしょうか。 

○和気まちづくり推進課長： 

最初に愛媛新聞の中での3人から40人になったと

いう、移住者の増の関係なんですけども、ちょう

ど新聞にも一部書かれておりましたが、ちょうど

昨年から県の移住のアンケート調査をやるという

ことで、西予市におきましても市民課のところの

窓口にこられた方に移住か移住でないかというふ

うなアンケートの中で、今回の40人という数字が

出たところでございます。 

その前の1年前の分の歳入につきましては、地域

おこし協力隊の人数が入っておる状況で増えとる

ということでございます。 

御質問のありました、松山市でのアンテナショッ

プという、御質問でございますが、松山市が1番

住みよい町というふうな記事がよく出ておりま
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す。 

先ほど言われましたように松山市に来てから西予

市にこられるというパターンも、あるかと思いま

す。今後いろいろちょっと協議をさせていただき

たいなと思っております。 

以上答弁とさせていただきます。 

○二宮委員： 

できたら、西予市だけじゃなくてもこの近隣で一

緒にやるとかね、そういう方向もあるんじゃない

かなと思いますんでまた御検討お願いしたいと思

います。 

もう1点、地域おこし協力隊の件についてなんで

すけれども、地域おこし協力隊については、国か

ら県にいって県から予算来るんですかね西予市

に。人件費と、その他家賃とか、その他の経費も

含まっとると思うんですけども。3年間で地域お

こし協力隊の人が、結果を出す言うたら変ですけ

ど、3年たった時点でその方がどういうふうにし

てもらいたいかという中で、ちょっと進め方が、

本人が3年後に本当にそこに生活するための3年間

なのか、その3年間を無事に過ごすというための

3年間の政策なのかという、ところがちょっとわ

からないようなところもちょっと話聞いてみると

あるんですけれども、たとえばいろんなイベント

するときに、材料費とか、購入したときに材料費

は、利益を出すために、安くいいものを、例えば

発想いうのは普通の民間の発想なんですけども、

いいもの使ってもいいから、利益は出さんでもい

い物つくってくれとか、そういうことを言われる

ということも聞いたことあるんですが、そういう

ところはちょっとやり方いうか、どなたが担当さ

れとるのかようわからんですけども、そういう話

は課長自体はお聞きになったことはないですか

ね。 

○和気まちづくり推進課長： 

当然その地域おこし協力隊、3年間の間に、3年後

に自分が定住できる、生活できるためのものを

3年間で養っていただくという形で、今の経過の

中でまちづくり推進課としても、その人たちの支

援を行っているとこでございます。 

その中でも地域おこし協力隊、西予市には得意な

分野の分がありまして、行政側の中に入って地域

おこし協力隊が進める協力隊と、それと今田舎で

働き隊という組織体制があります。もう地域づく

りの中に入って、地域づくりの団体が支えてその

協力隊を3年間支えてまた地域の中に3年後にちゃ

んと定住して生活できるような体制を、その間に

つくっていただくようなことにしておりますの

で、体制は違いますけども、行政側が手助けして

直接手助けするのか、地域が一緒になって手助け

するのかという違いでございます。 

どちらにしましても3年後にしっかりと定住でき

る方策を何とか3年間の間に頑張っていただきた

い方向で、行政としては指導をしているところで

ございます。 

○二宮委員： 

例えば今言われた田舎で働き隊は、地域づくりの

組織に、今回の遊子川なんかも多分そうなんでし

ょうけども、そこが中心で、そこと一緒になって

いろんなことを考えながらやっていただくという

中で、市は言うたらアドバイザー的な感じになる

いうことですかね、立場的には。 

○和気まちづくり推進課長： 

ただいまの質問でありました、市としてはアドバ

イザー的という形をとらせていただいておりま

す。主なものにつきましては、地域の方々が直接

お世話をしていただいて、住まいの件であったり

とか衣食住の関係、地域の中でどうやってこうう

まくいくかというようなことで地域全体で組織と

して携わっていただいておるところで、その中で

いろんな問題点がありましたら、市のほうにまた

伝えていただいて、市の方からもまたアドバイス

なりしていくというような方向でございます。 

また最終的に、3年間後には定住するための補助

を100万円、用意しております。 

新しい取り組みをする上で備品とかですね、それ

から法人等の取るための費用とか、そういうもの

に対して100万円の補助も考えております。それ

から、協力隊におきましては、国からの特別交付

税という扱いの中で、なって出ておる状況でござ

います。 

○兵頭委員： 

今ほど説明のあったフットパス数の件ですが、ネ

ットで調べますと高川が、こういう３コースこれ

が28年に地域づくりでどうもやられておるんです

が、今回この前の本会議で説明があったときは、

卯之町と法華津峠のコースをいうことなんです

が、こういう形で進めていくいうことになる訳で

すか、フットパスいうのがなんか、小道を巡ると

いう意味らしいですけど、そういう計画はどうい
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うふうな細かい計画を教えていただきたいと思い

ます。 

〇和気まちづくり推進課長： 

直接支出の課ではございませんが、ジオパークの

担当といたしまして先ほど兵頭議員が言われまし

たように、高川がやっています。川津南が中心に

なってやっているんですけど、穴神鍾乳洞を中心

とした中で、３コースを穴神鍾乳洞を散策して

後、フットパスでいろんなコースを歩いていただ

けるというな、コースをつくっております。 

イギリスのほうで発祥した、ちょっとした食べ物

を持って、昔からある小道を散策しながら、昔の

歴史等を学びながら歩いていくようなコースとな

っております。 

私も建設課から聞いたのは、卯之町のまち並みの

コースとそれから法華津峠のあたりのコースを今

後、モデル的につくっていきたいなということの

話は聞いておるとこでございます。 

〇兵頭委員： 

担当がちょっと違うみたいですけど、実際こうい

ったコース設定をどこが主体でやるわけですか。 

〇信宮委員長： 

暫時休憩を告げる。（14：15～14：17） 

再開を告げる。 

〇和気まちづくり推進課長： 

主体的には建設課が持ってるんですけれども、実

際には地域づくりの中で、卯之町の町並みであっ

たり法華津峠の地域づくりの中で、地域が進めな

がら、それを建設課のほうでモデル的に作成して

いくという形になろうかと思います。 

以上答弁とさせていただきます。 

〇宇都宮久見子委員： 

すいません、またちょっと今ほどのフットパスの

件なんですけど、卯之町の町並みでフットパス、

計画をされてるっていうことなんですけど、今の

町並みでされよる住民の方とか今されよること

と、やっぱり連携させていくとか今後そういう方

針が必要になってくるんじゃないかなとは、思う

のでそれ誰を対象にするのか、住民の方の健康な

のか、観光が目的なのか、町並みがにぎわうこと

が目的なのか、その辺をやっぱり今後いろいろと

精査して、建設課なり、相談してやっていってい

ただきたい、要望です。 

〇信宮委員長： 

ほかに質疑はございませんか。 

ないようですので以上で質疑を終結といたしま

す。 

お諮りいたします。 

議案第79号、平成30年度西予市一般会計補正予算

（第1号）まちづくり推進課所管分について、原

案に賛成の委員の挙手を求めます。 

挙手全員により、当委員会としては原案どおり可

決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（14：19～14：21） 

再開を告げる。 

 

【監理用地課所管】 

続きまして議案第79号、平成30年度西予市一般会

計補正予算（第1号）監理用地課の説明を求めま

す。 

〇片山監理用地課長： 

それでは、議案第79号、平成30年度西予市一般会

計補正予算（第1号）につきまして監理用地課が

所管する歳出予算を説明させていただきます。 

予算書は歳出予算の14ページから15ページとなっ

ております。 

14ページをお願いいたします。 

2款総務費、1項総務管理費、18目監理用地費でご

ざいますが、45万6000円の減額とさせていただい

ております。 

この理由といたしましては、平成30年度人事異動

による人件費の変更によるものであります。内訳

としましては、正職員9名の全体の数に変更はあ

りませんが、職員が若干若くなったことによりま

して、2節給料が52万1000円の減額、またそれに

伴いまして3節職員手当等のうちで、時間外勤務

手当が1万円、勤勉手当が20万5000円、退職手当

負担金が14万1000円それぞれ減額となりまして、

また4節共済費であります、職員共済組合負担金

3万3000円の減額となっております。また、異動

職員の個別事情によりまして、2節職員手当等の

うちの扶養手当が63万6000円、通勤手当が5万

9000の増額となる一方、児童手当が6万円の減額

となりまして、全体として45万6000円の減額とな

ったものでございます。以上が監理用地課の所管

する補正予算でございます。 

よろしく御審議の上、御決定いただきますようお

願い申し上げます。 

〇信宮委員長： 

それでは理事者の説明が終わりました。 
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次に、質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

ないようですので以上で質疑を終結といたしま

す。 

お諮りいたします。議案第79号、平成30年度西予

市一般会計補正予算（第1号）監理用地課分につ

きまして、原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

挙手全員により、当委員会としては原案どおり可

決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（14：24～14：35） 

再開を告げる。 

 

【教育部】 

【教育総務課・学校教育課】 

〇信宮委員長： 

教育部に変わりましたので、まず最初に、高橋教

育部長より挨拶をお願いいたします。 

〇高橋教育部長： 

挨拶を行う。 

〇信宮委員長： 

それでは議案第79号、平成30年度西予市一般会計

補正予算（第1号）教育総務課と学校教育課合わ

せて理事者の説明をお願いいたします。 

〇宇都宮教育総務課長： 

それでは、審査をしていただきます、議案第

79号、平成30年度西予市一般会計補正予算（第

1号）案のうち、教育総務課、学校教育課所管分

について御説明をさせていただきます。 

まず、歳入予算について御説明をいたします。予

算書の9ページをお開きいただいたらと思いま

す。 

13款2項7目8節、保健体育費国庫補助金、こちら

でありますけれども、このたび野村学校給食セン

ター建設事業、こちらにかかります学校施設環境

改善交付金、こちらの内示がありましたので、国

庫補助金を増額補正をいたしまして、一方、市債

を減額補正するという、歳入の特定財源の組み替

えを行うというものであります。この交付金につ

きまして、このたび内示額が6701万3000円という

ことになりましたので、内示額に合わせまして

143万2000円を増額するということになります。 

これによりまして、予算書11ページになります

が、20款1項7目5節、保健体育債、こちらを130万

円減額補正ということになるものであります。 

次に、歳出予算について御説明をさせていただき

ます。 

まず、正職員の職員給与費でありますけれども、

今回の6月補正では、4月の人事異動に伴う補正を

行っております。 

ページは31ページになります。 

1項2目事務局費でありますが、こちらについて

は、教育長と教育総務課、そして学校教育課の職

員18人分、合計19人に係るものとしての予算であ

りますが、134万2000円を増額補正いたします。

続きまして32ページになります。 

2項1目小学校費の学校管理費でありますけれど

も、こちらは小学校校務員にかかります人件費と

いうことで、3万4000円を減額補正いたします。

続いて33ページになりますが、3項中学校費、1目

学校管理費でありますが、こちらにつきましては

中学校校務員についての人件費3万2000円を減額

補正するものであります。 

続きまして36ページになります。7項3目、給食セ

ンター運営費でありますが、こちらはせいよ西及

び三瓶給食センターの職員4人分にかかるものと

して、25万9000円の減額補正をそれぞれ行ってい

るところであります。 

同じく36ページの7項4目学校給食費でありますけ

れども、こちらにつきましては、自校式の学校給

食調理員、こちらについての職員手当と共済費、

これの組み替え補正を行っているものでありま

す。 

続きまして、正職員の職員給与費以外の事業につ

いて御説明をさせていただいたらと思います。

31ページにお戻りください。 

10款1項2目事務局費、こちらの教育委員会事務局

運営事業233万2000円でありますけれども、学校

教育課、正職員の欠員補充分ということで、嘱託

職員1名分の人件費を計上するものであります。

内訳は、社会保険料の32万2000円と賃金の201万

円となっております。続きまして32ページをお開

きいただいたらと思います。 

10款2項1目、小学校一般管理庶務事業60万5000円

の減額であります。 

この主な理由につきましては、平成29年の4月

に、明間小学校と統合いたしました、皆田小学校

の学校校務員こちらにつきまして、29年度は統合

によります、業務量及び業務内容の関係から2人

を嘱託職員として任用しておりましたけれども、

30年度は2人のうち1人が、ちょうど3月末に退職



 

－13－ 

をいたしまして、校務員が不足するというような

状況になりましたため、これを機会に最小限必要

な範囲ということで、嘱託職員から非常勤職員に

切り替えて任用したこと、また、小学校校務員の

配置替えによる通勤手当相当の賃金の調整を行っ

たことによりまして、今回の補正をしたものであ

ります。 

これらの理由によりまして、社会保険料8万

3000円の減、そして嘱託職員賃金につきまして

は、257万2000円の減、臨時雇賃金205万円の増と

しております。 

続きまして、予算書33ページに進みます。10款

3項2目教育振興費、中学校生活支援員設置事業、

205万1000円であります。これは、生活支援員配

置が必要な生徒が当初の予算想定時よりも増加し

たことによります、中学校生活支援員1名分の増

員を行いました。 

あわせまして、生活支援員の配置替えを行ったこ

とによります差額分として、社会保険料、28万

3000円、臨時雇賃金の176万8000円を計上するも

のであります。 

以上、説明とさせていただきます。よろしく御審

議のほどお願いいたします。 

〇信宮委員長： 

理事者の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

〇宇都宮久見子委員： 

中学校生活支援員設置事業の支援員が必要な場

合、というのはいったいどういう場合が必要にな

るのか、ご説明いただけたらと思います。 

〇宇都宮教育総務課長： 

まず、生活支援員の配置が必要な場合ですけど

も、それぞれの御家庭のほうが、相談をしたいと

いうことで申し込みがあります。その場合につい

てですけれども、まず、実際の子供さんのほうで

すけれども、その方が該当になるのかならないの

か、またどういうふうな障がいといいますか、ど

ういうふうな理由があるのか、必ずしも障がいが

あるものだけではございません。今回のこの生活

相談員、どういう方がまず対象になるのかという

ことが該当になるかと思いますけれども、まずは

ですけれども、肢体不自由の児童生徒の支援、そ

れから、特別支援学級に在籍する児童生徒の支

援、また耳、目の不自由な児童生徒の支援、それ

から、帰国また外国人児童生徒等の支援、またそ

の他というような必要な場合ということがありま

すけれども、そういう子供さん方ということであ

りますけども、そういうふうな中で先ほど申しま

したとおり、御家庭のほうからという申請が必要

となりますが、それに基づいたところで、今度申

請が上がりましたら、家庭のほうから次に調査

票、簡単な調査表がありますけれどもそれを提出

していただきます。 

その後ですけれども、教育相談というものを実施

するということになります。 

これは、西予市教育支援員会というものがさらに

ありまして、この中で支援の必要性を審議すると

いうことになります。 

この前段の中でになりますけれども、判断基準と

いうことになりますが、例えば、知的学級また特

別支援学校の知的の部分がありますが、そういう

場合については、リスク検査というような検査が

あります。これはどれぐらい子供が発達、また、

成長しているのか、そして、得意な分野また不得

意な分野はどういうふうなことなのか、等々を判

定するものですけれども、そういうふうなものを

もとにして判断をされます。 

ここのところで認定といいますか、その内容が子

供が配置が必要であろうということが決まりまし

たら、そのあと、各家庭のほうでのやりとりをし

て、家庭との合意形成を図る、ということがあり

ます。この合意形成というのは必ず必要というこ

とであって、御家庭のほうがこれではということ

でありましたら、それは、うまくここに配置する

ことはできないという経過になるようです。大き

く言いますとそういうなことで、あとは、それは

そういうふうな段階を年2回大きくですね2回、踏

むという形になっております。 

その後、年が明けた後にそれぞれの手続を済ませ

ていく、ただ、中に市外に転出される方があって

みたりとか、また転入なんかもあろうと思います

が、その際にはまた市外の場合についてはちょっ

と該当といいますか、そこにはまた再検討が必要

ということになろうと思いますが、大きくそのよ

うな状況でございます。 

〇宇都宮久見子委員： 

ありがとうございました。 

今回の補正に関しては、児童生徒が増えたってい

うことで増員という説明だったと思うんですけ
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ど、わかる範囲でどれぐらいの人数の子が市内に

おれて、どれぐらい増えたのか、というのがわか

れば教えていただければと思うんですけど。 

〇宇都宮教育総務課長： 

今、御質問がありました件ですけれども、当初予

算計上時の想定と比較してということになります

が、それにつきましては、3人増えたと、そうい

う生徒さんがですね3人増えたということであり

ます。 

生徒さんはそのような状況でありますけれども、

全体の調整をする中で、その生活支援員の全員の

配置の調整等、またクラスの状況等、そのあたり

を全体的に調整をする中で、生活支援員につきま

しては、1名の増で調整をさせていただいており

ます。 

〇信宮委員長： 

ほかに質疑はありませんか。 

ないようですので以上で質疑を終結といたします

お諮りいたします。 

議案、第79号平成30年度西予市一般会計補正予算

（第1号）教育総務課及び学校教育課所管分につ

いて、原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

挙手全員により、当委員会としては原案どおり可

決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（14：50～14：52） 

再開を告げる。 

 

【生涯学習課所管】 

〇信宮委員長： 

続きまして、議案第79号、平成30年度西予市一般

会計補正予算（第1号）生涯学習課所管分につい

て説明を求めます。 

〇小玉生涯学習課長： 

議案第79号、平成30年度西予市一般会計補正予算

（第1号）のうち、生涯学習課所管分について、

予算書に基づき御説明をいたします。該当する歳

出予算は34ページになります。 

教育費、第5項1目社会教育総務費の補正額69万

5000円。そして、次のページの3目図書館費にお

ける補正額3万9000円の減額は、ともに人事異動

に伴う職員給与費の調整によるものでございま

す。 

次に、34ページの2目公民館費において、工事請

負費139万4000円を計上しております。 

これは、野村公民館の1階の一部、倉庫などとし

ていたカ所49平方メートルを西予市商工会野村支

所の事務所として、貸し付けるための改修工事費

です。 

内容は、仕切りパーテーションの設置や空調電気

設備工事で、その財源については商工会の実費負

担とするものでございます。 

また、公民館耐震化事業において、財源内訳のみ

の変更があります。 

これについては、歳入予算の該当部分8ページか

らとなりますが、それに基づき御説明をいたしま

す。公民館耐震化事業の特定財源として、土木費

国庫補助金と教育債を充てております。第13款

2項5目2節の、住宅費国庫補助金が140万3000円の

減額。これは、社会資本整備総合交付金の内示額

の減額によるものです。そのため、横林公民館の

耐震改修工事において、国庫補助金を140万

3000円の減額とし、これに伴い11ページの20款

1項7目4節の社会教育債、旧合併特例債ですがこ

れを130万円増額しております。 

今回、事業費の変更はありませんが、国庫補助金

の内示減額に伴い、財源内訳の調整を行うもので

ございます。また10ページには先ほどの説明にあ

りました、野村公民館の一部を商工会支所の事務

所として貸し付けることに伴う、貸付料及び電気

料、そして改修工事費に係る実費負担額の収入を

それぞれ計上しております。 

以上、よろしく御審議の上御決定くださいますよ

うお願い申し上げます。 

〇信宮委員長： 

理事者の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

〇二宮委員： 

今定例会で審議した社会教育複合施設の建設の件

については、今回出たんですけども、中身という

か、どういう施設にするのかという中身というの

は全然わからんのですけども、ある程度のもう概

略というか、案はできとるんでしょうか。施設を

どういうふうに運営するという中身は。 

暫時休憩を告げる。（14：57～15：01） 

再開を告げる。 

〇小玉生涯学習課長： 

ただいまの御質問ですが、平成27年12月に旧宇和

病院跡地の利用検討の答申をいただいておりま

す。その内容に沿った形でさらなる検討を進める
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ために、市民検討委員会というのを開きまして、

そこで御提案なり御意見をいただいております。 

それをもとに実施設計を行いまして、現在その実

績設計が完了して着工の運びとなりました。その

ような中で実際に運営に当たっては、どのように

していくか、事務局のほうで検討を今までいたし

ております。 

県内他市の状況を見ますと、指定管理を行ってい

るところ、そうでないところがございまして、そ

れぞれのよしあしを当方の方でもいろいろと勘案

いたしまして、検討を現在も進めております。 

基本的には、図書館において隣接するコミュニテ

ィー施設に関しても、一括して管理をする市の直

営とするというふうな基本的な考え方を持ってお

りますが、なお一層検討を進めまして、よりよい

運営をどうあるべきか検討を続けてまいりたいと

考えております。 

以上でございます。 

〇二宮委員： 

今後の運営に向かっては、まだ1年ぐらいあるん

ですかね実際には、だから、市民の方の御意見も

聞きながら、御理解を得られるような進め方をぜ

ひお願いしたいなと思いますのでよろしくお願い

します。 

〇宇都宮委員： 

今の二宮委員の分と同じに内容になるんですけ

ど、生涯学習課として複合施設に関して住民説明

会を行ったことって今まであるんですか。 

暫時休憩を告げる。（15：03～15：05） 

再開を告げる。 

〇小玉生涯学習課長： 

住民の皆様への情報提供についてどうなっている

かっていう御質問かと思います。 

現在に至るまで、周辺住民の皆様を集めての事業

の整備内容についての説明が十分にできておりま

せん。丁寧さを欠く部分があると反省をいたして

おります。本日の夕刻になりますが、工事が始ま

ることに関しての周辺住民の方への説明会を予定

しております。 

そのような中でしっかりと説明をして、住民の皆

様の不安といいますか、御期待にこたえられるよ

うにしていきたいと考えております。以上でござ

います。 

暫時休憩を告げる。（15：06～15：08） 

再開を告げる。 

〇宇都宮久見子委員： 

ありがとうございます。市民の方からも、近隣の

方とかいろいろ私もお伺いすることがあるんです

けど、やっぱり、市の中でやっぱり皆さん楽しみ

にされとる大きな施設になりますので、これから

住民の方、いろいろ検討していくっていうこと、

内部のことに関しても検討していくって言われた

中で、市民の方の声が少しでも届くような方法を

今後、とっていただきたいと思います。要望なり

ますけど。 

以上です。 

〇信宮委員長： 

ほかに質疑はありませんか。 

以上で質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。 

議案第79号、平成30年度西予市一般会計補正予算

（第1号）生涯学習課分について、原案に賛成の

委員の挙手を求めます。 

挙手全員により、当委員会としては原案どおり可

決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（15：09～15：11） 

再開を告げる。 

 

【スポーツ・文化課所管】 

議案第79号、平成30年度西予市一般会計補正予算

（第1号）スポーツ文化課所管について理事者の

説明を求めます。 

〇谷口スポーツ・文化課長： 

それでは、議案第79号、平成30年度西予市一般会

計補正予算のうち、スポーツ文化課所管分につき

まして、予算書に基づき御説明申し上げます。予

算書は35ページをお開き願います。10款教育費、

6項文化振興費、1目文化振興総務費でございます

が、人事異動に伴う職員給与費調整に係るもの

で、775万6000円を増額計上するものでありま

す。 

続きまして、同様に職員給与費調整に係るもの

で、3目文化施設運営管理費において、3万2000円

を減額計上するものです。また、同じ3目文化施

設運営管理費でございますが、三瓶文化会館管理

運営事業において、平成30年1月に発生しました

三瓶文化会館外壁の剥落を受け、外壁剥落防止の

措置が急務であり、外壁改修にかかる工事請負費

について、6199万2000円を、過疎債充当で増額計

上するものであります。 
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以上、よろしく御審議の上御決定くださいますよ

うお願いいたします。 

〇信宮委員長： 

理事者の説明が終わりました。これより、質疑を

行います。 

質疑はありませんか。 

ありませんか。 

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第79号、平成30年度西予市一般会計補正予算

（第1号）スポーツ・文化課所管分の原案に賛成

の委員の挙手を求めます。 

挙手全員により、当委員会としては原案どおり可

決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（15：13～15：15） 

再開を告げる。 

 

【会計課所管】 

会計課に変わりますので山口会計管理者に御挨拶

をお願いいたします。 

〇山口会計管理者： 

挨拶を行う。 

〇信宮委員長： 

それでは、議案第79号、平成30年度西予市一般会

計補正予算（第1号）会計課所管分につきまし

て、理事者の説明を求めます。 

〇板倉会計課長補佐： 

議案第79号、平成30年度西予市一般会計補正予算

（第1号）会計課所管分のご説明を申し上げま

す。予算書の13ページをお開きください。 

2款総務費、1項総務管理費、4目会計管理費につ

きまして、補正前の額5561万7000円、補正額マイ

ナス143万1000円、計5418万6000円。人事異動に

伴う職員給与費にかかる補正予算のみでございま

す。以上、会計課所管部分につきましての説明と

させていただきます。御審議のほどよろしくお願

いいたします。 

〇信宮委員長： 

理事者の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

ないようですので以上で質疑を終結といたしま

す。 

お諮りいたします。 

議案第79号、平成30年度西予市一般会計補正予算

（第1号）会計課所管分につきまして、原案に賛

成の委員の挙手を求めます。 

挙手全員により、当委員会としては原案どおり可

決することに決しました。 

御苦労様でした。 

暫時休憩を告げる。（15：15～15：17） 

再開を告げる。 

 

【消防総務課所管】 

消防に変わりますのでまず消防長にご挨拶をお願

いいたします。 

〇佐藤消防長： 

挨拶を行う。 

〇信宮委員長： 

この後の所管事務調査、本来でしたら行きたいん

ですけれども、ちょっと時間の都合上、消防のほ

うはまた、地域防災委員会がありますので、それ

で対応したいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

それでは、議案第79号、平成30年度西予市一般会

計補正予算（第1号）消防総務課分について理事

者の説明を求めます。 

〇竹田消防総務課長： 

議案第79号、平成30年度西予市一般会計補正予算

（第1号）消防本部所管分について説明させてい

ただきます。予算書の7ページをお開き願いま

す。 

歳入歳出補正予算事項別明細書の歳出の部でござ

いますが、9款消防費、補正前の額は、18億

6302万8000円でございまして、今回補正額510万

1000円を減額させていただき、合計18億5792万

7000円になるものでございます。 

財源内訳といたしましては、国庫支出金を新たに

269万3000円計上、地方債を440万円計上し、一般

財源が1219万4000円減額するものでございます。 

今回の補正額のうち、消防署所管分の詳細につき

まして御説明をさせていただきます。 

予算書の30ページをお開きください。9款消防

費、1項消防費、1目常備消防費の補正前の額は、

7億4163万9000円。補正額1116万円を減額いたし

まして、7億3047万9000円になるものでございま

す。 

これは、人事異動に伴う職員給与費にかかわる補

正予算で、補正額は1116万円の減額となります。

このほか、八幡浜地区施設事務組合負担金事業の

一部を財源組み替えにより新たに地方債110万円
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充当するものでございます。 

次に、2目非常備消防費、補正前の額は1億7778万

5000円、補正額39万4000円を減額いたしまして

1億7739万1000円になるものでございます。 

これは、人事異動に伴う職員給与費にかかる補正

予算のみで、補正額は39万4000円の減額となりま

す。最後に、3目消防施設費の補正前の額は1億

8468万9000円、補正額602万4000円を増額いたし

まして、1億9071万3000円になるものでございま

す。 

予算書の31ページをお開きください。 

財源内訳は国庫支出金269万3000円、地方債330万

円。予算書の30ページにお戻りいただいて、一般

財源が3万1000円となるものでございます。これ

は、消防団施設整備事業における耐震性貯水槽新

設工事でございまして、当初2基分を計上してお

りましたが、3基分の国庫補助が確定したため

に、新たに野村町白髭に一基整備することとした

ものです。 

以上、消防本部所管分の説明とさせていただきま

す。 

御審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇信宮委員長： 

理事者の説明が終わりました。これより質疑を行

います。 

質疑はありませんか。 

ありませんか。 

ないようですので以上で質疑を終結といたします

お諮りいたします。 

議案第79号、平成30年度西予市一般会計補正予算

（第1号）消防総務課所管分につきまして原案に

賛成の委員の挙手を求めます。 

挙手全員により、当委員会としては原案どおり可

決することに決しました。 

御苦労さまでした。 

暫時休憩を告げる。（15：26～15：28） 

再開を告げる。 

 

【監査事務局所管】 

〇信宮委員長： 

議案第79号、平成30年度西予市一般会計補正予算

（第1号）監査事務局所管分の理事者の説明を求

めます。 

〇大塚局長： 

それでは、議案第79号、平成30年度一般会計補正

予算（第1号）は、監査委員費につきまして御説

明申し上げます。予算書の事項別明細書16ページ

をお開きください。 

2款総務費、6項1目監査委員費でありますが、補

正額50万8000円の減でございます。 

これは全て4月の人事異動による職員給与費等の

補正でありますが、事務局職員数の増減はござい

ません。以上で、監査委員費について説明を終わ

らせていただきます。 

よろしく御審議の上御決定くださいますようお願

い申し上げます。 

〇信宮委員長： 

理事者の説明が終わりました。これより質疑を行

います。 

質疑はありませんか。 

ないようですので以上で質疑を終結といたしま

す。 

お諮りいたします。 

議案第79号、平成30年度西予市一般会計補正予算

（第1号）監査事務局分の原案に賛成の委員の挙

手を求めます。 

挙手全員により、当委員会としては原案どおり可

決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（15：30～15：31） 

再開を告げる。 

 

【議会事務局所管】 

〇信宮委員長： 

議案第79号、平成30年度西予市一般会計補正予算

（第1号）議会事務局所管分につきまして説明を

求めます。 

〇道山議会事務局長： 

それでは議案第79号、平成30年度西予市一般会計

補正予算（第1号）のうち議会事務局所管分につ

いて御説明をいたします。予算書の12ページをお

開きください。 

今回の補正につきましては人事異動に伴います、

係長職1名に係る職員給与費のみであります。補

正額といたしましては給料が21万7000円の増額、

職員手当等が3万1000円の増額、共済費が4万

1000円の減額となっておりまして、合計で20万

7000円の増額の補正となっております。以上で説

明を終わります。 

よろしく御審議の上、御決定いただきますようよ

ろしくお願い申し上げます。 
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〇信宮委員長： 

理事者の説明が終わりました。これより、質疑を

行います。 

質疑はありませんか。 

ないようですので以上で質疑を終結といたしま

す。 

お諮りいたします。 

議案第79号、平成30年度西予市一般会計補正予算

（第1号）議会事務局分につきまして、原案に賛

成の委員の挙手を求めます。 

挙手全員によりまして当委員会としては、原案ど

おり可決することに決しました。 

 

以上をもちまして、本委員会に付託されました議

案についての審査は全て終了いたしました。これ

にて閉会いたします。 

 

 

閉会 午後３時３４分 

 

 

 

 

 

 

 

 西予市議会委員会条例第30条第１項の規定によ

りここに署名する。 

 

 

【署名】委員長： 

 

 


